
正

誤 

  
埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
一
号
（
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日
第
六
百
三
号
）
中
訂
正 

 

ペ
ー
ジ 

 
行 

二 
 

 
 

前
か
ら
十
二
及
び
十
三 

 

誤 「
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
副
教
育
長
及
び
本
局
の
参
事
の
」 

 

正 「
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
部
長
、
高
校
改
革
統
括
監
、
副
部
長
及
び
部
の
参
事
の
」 
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